
令和８年西東京市教育委員会第１回臨時会会議録 

 

１ 日 時  令和８年２月９日（月） 

        開会 午後２時00分   閉会 午後２時28分 

 

２ 場 所  イングビル３階 第３・４会議室 

 

３ 付議事件  別紙議事日程のとおり 

 

４ 出席委員 教 育 長 後 藤   彰 

  教 育 長 職 務 代 理 者 山 田  章 雄 

  委 員 服 部  雅 子 

  委 員 今 井  ゆ み  
 

委 員 宍 戸  鈴 子 

  委 員 安 江  勝 信 

５ 出席職員 教 育 部 長 佐 野   剛 

  教育部地域学習推進担当部長 早 川  礼 成 

  教 育 企 画 課 長 飯 島  陽 子 

  学 務 課 長 海老澤   功 

  教 育 指 導 課 長 田 村  孝 夫 

  教育部主幹（教育指導課） 栗 林   武 

  統 括 指 導 主 事 高 野  郁 子 

  教 育 支 援 課 長 宮 崎  洋 子 

  地 域 学 習 推 進 課 長 大 内  和 泉 

  公 民 館 長 近 藤   直 

  図 書 館 長 大 庭  心 平 

６ 欠席職員 指 導 主 事 田 邨  佳 宏 

  指 導 主 事 佐 伯  豊 明 

  指 導 主 事 内 藤  幸 雄 

７ 事 務 局 教育企画課長補佐兼庶務係長 佐々木   通 

８ 傍 聴 人 ０人 

 

 



1 

 

令和８年西東京市教育委員会第１回臨時会議事日程 

 

             日 時  令和８年２月９日（月）午後２時から 

             場 所  イングビル３階 第３・４会議室 

 

 

 

 

第 １ 会議録署名委員の指名 

第 ２ 議案第３号 令和７年度教育関係補正予算について（申出）の専決処分につ

いて 

第 ３ 議案第４号 令和８年度教育関係予算について（申出）の専決処分について 

第 ４ 議案第５号 西東京市教育委員会の職員の人事についての専決処分について 

第 ５ 議案第６号 令和８年度西東京市公立学校の校長及び副校長の人事の内申に

ついて 

第 ６ そ の 他  
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         西東京市教育委員会会議録 

 

           令和８年第１回臨時会 

               （２月９日） 
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              午 後 ２ 時 00 分 開 会 

議事の経過 

○後藤教育長 ただいまから令和８年西東京市教育委員会第１回臨時会を開会いたします。 

 これより直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の会議は傍聴の申し出はありませんが、途中で申し出があった場合は入室を認めるこ

ととします。 

 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。本日は宍戸委員にお願いしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○後藤教育長 それでは、本日は宍戸委員にお願いいたします。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       

○後藤教育長 次に、秘密会にて取り扱う議題を決定したいと存じます。 

 日程第２ 議案第３号 令和７年度教育関係補正予算について（申出）の専決処分につい

て及び日程第３ 議案第４号 令和８年度教育関係予算について（申出）の専決処分につい

ては、市長の権限に属する議案の作成に関することであり、市長部局が現在調整中であるこ

とと、日程第５ 議案第６号 令和８年度西東京市公立学校の校長及び副校長の人事の内申

については、人事に関する案件であることから、西東京市教育委員会会議規則第13条第１項

ただし書きの規定に基づきまして会議を秘密会とし、日程第６ その他の後に開催したいと

思いますが、御異議ございませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○後藤教育長 御異議ないようですので、ただいまの案件につきましては秘密会にて取扱うこ

とといたしました。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       

○後藤教育長 日程第４ 議案第５号 西東京市教育委員会の職員の人事についての専決処分

について、を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○佐野教育部長 議案第５号 西東京市教育委員会の職員の人事についての専決処分について、

の提案理由を説明申し上げます。 

 本議案につきましては、令和８年２月１日付の人事異動に伴う教育委員会の職員の人事に

ついて、緊急を要し、教育委員会を招集する時間的余裕がないため、西東京市教育委員会事

務委任規則第５条の規定により専決処分をしたため、同規則第６条の規定に基づき報告を行

うものでございます。 

 恐れ入ります、２枚目の専決処分書を御覧ください。教育委員会事務局職員の異動に関す

るものでございます。 

 異動の内容につきましては、表の部分を御覧いただきたいと思います。令和８年２月１日

付の人事異動でございます。 

 教育部教育指導課指導係の職員１名が市長部局と併任となるものでございます。 

 以上、職員の人事についての説明とさせていただきます。御承認賜りますようお願い申し

上げます。 
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○後藤教育長 説明が終わりました。質疑を受けます。━━質疑を終結します。 

 人事に関する案件ですので、討論を省略いたします。 

 これより議案第５号 西東京市教育委員会の職員の人事についての専決処分について、を

採決いたします。原案のとおりに承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、本議案は原案のとおり承認されました。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       

○後藤教育長 日程第６ その他を議題といたします。教育委員会全般についての質疑をお受

けいたします。━━質疑を終結します。 

 以上でその他を終わります。 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       

○後藤教育長 次に、日程第２ 議案第３号 令和７年度教育関係補正予算について（申出）

の専決処分について及び日程第３ 議案第４号 令和８年度教育関係予算について（申出）

の専決処分については、市長の権限に属する議案の作成に関することであり、市長部局が現

在調整中であることと、日程第５ 議案第６号 令和８年度西東京市公立学校の校長及び副

校長の人事の内申については、人事に関する案件であることから、先ほど決定しましたとお

り、西東京市教育委員会会議規則第13条第１項ただし書きの規定に基づきまして会議を秘密

会とさせていただきます。 

 恐れ入りますが、関係者以外の方は退席をお願いします。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

             午 後 ２ 時 06 分 休 憩 

             午 後 ２ 時 28 分 再 開 

○後藤教育長 休憩を閉じまして、会議を再開いたします。 

 以上をもちまして令和８年西東京市教育委員会第１回臨時会を閉会します。ありがとうご

ざいました。 

             午 後 ２ 時 28 分 閉 会 

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       

 

     西東京市教育委員会会議規則第29条の規定によりここに署名する。 

 

              西東京市教育委員会教育長 

 

 

              署 名 委 員 


